
発行： くらしの安心ネットとやま (事務局：富山県消費生活センター )  

       ご相談は… TEL：０７６－４３２－９２３３ (消費生活相談)  FAX：０７６－４３１－２６３１ 

                         ０７６－４３３－３２５２ (消費者金融・多重債務相談) 

              高岡支所   ０７６６－２５－２７７７ (消費生活相談、消費者金融・多重債務相談) 

                       FAX：０７６６－２５－２８９０ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ◆相談内容◆               【相談者 40代 女性】 

スマホに「有料動画サイトの利用料金が未納のため、本日中に連絡いただけない場合

は身辺調査及び法的措置へ移行します。」などと書かれたショートメールが届きました。 

有料動画を閲覧した覚えはありませんが、スマホの誤操作で閲覧したことになったの

かもしれません。今後、どのように対処すべきでしょうか。 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

ヤフー、ＤＭＭ等の実在の事業者をかたり、利用した覚えのない有料動画サイトの未払料

金をショートメールで請求されたという相談が増えています。 

「有料動画の未払料金を支払わなければ裁判を起こす。」などと警告するショートメールを

送り付け、消費者から電話させたうえ、金銭を支払わせる架空請求であり、典型的な詐欺の手

口です。 

・ 相談者には、この手口について説明し、そもそもサイト事業者との契約が有効に成立してい

るとはいえないので、料金請求に応じず、業者に連絡をとらないよう助言しました。 

・ 業者に連絡してしまい、コンビニでプリペイドカード（電子マネー）を購入し、カード番号を連

絡するよう要求されても、購入したり番号を教えたりすること等は絶対にしないようにしましょ

う。要求に一度でも応じてしまうと、それ以降も金銭の支払を請求されるおそれがあります。 

・ 万一、トラブルにあったら、早めにお近くの市町村相談窓口や県消費生活センターにご相談

ください。（消費者ホットライン 局番なし「１８８（いやや）」） 

 

●対処方法●  

 情報ファイル NO.177     

平成 29年 4月 10日 

スマホに身に覚えのない有料動画サイトの未払
料金を請求するショートメールが届いた。「連絡
がない場合、法的措置へ移行する。」などと書
いてあり不安だ…。 
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